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論　　説

　抄　録　知財を情報として捉え，企業の事業戦略等の策定に貢献することが求められて久しい。し
かし，知財情報は様々な要素を包含している情報であるが故に，その情報の活用については種々の手
法が存在し，情報の取得・整理・分析・伝達の複雑さが増しているのが現状である。そこで，実現可
能性に主眼をおき，知財管理システムに存在する情報のみを用いて，簡便な手法ながらも知財・開発
戦略の策定に寄与できる活用手法について報告する。

知的財産情報システム委員会
第 ２ 小 委 員 会＊
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1 ．	はじめに

経営に資する知財情報の活用が盛んに議論さ
れている。例えば，知財情報を非知財情報（売
上情報や市場情報等）と組み合わせて分析する
ことで事業計画立案などに寄与することが，「次
世代知財情報解析システム」１）で報告されてい
る。この報告では，非知財情報の取得の重要性
が論じられている。
また，知財システムと非知財システムとの連
携について，「企業内他システムとの連携を行

うための知財システムの検討」２）で報告されて
いる。この報告によれば，企業内のシステム連
携の仕様は，多数の企業が利用可能な共通仕様
として標準化できるものではなく，企業の業態
に応じた最適化が必要であり，コスト対効果や
部門間の調整が課題とされている。
これらの過去の報告を勘案すると，実現容易

性が最も重要な課題であると認識できる。その
上で，知財管理システムの利用を前提とした，
企業活動に貢献できる知財情報の活用手法の検
討を行った。
そのため，知財管理システムに存在する情報

のみで分析ができることを主眼にした検討と
し，公報検索データベース等の利用は除外して
検討を行った。
なお，一般に，知財の範囲は特許・意匠・商

標・著作権・ブランド・ノウハウ等，様々なも
のが存在するが，本報告の検討の範囲は，特許
のみに限定した。

＊  2012年度　The Second Subcommittee, Intellectual 
Property Information System Committee

知財・開発戦略に寄与する特許実施情報の
活用手法

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 63　No. 9　20131450

2 ．			企業活動に貢献できる知財情報の
課題

企業活動に貢献できる情報とは，事業部門の
戦略策定に活用できる情報であると定義して検
討を行った。
図１に，情報収集と分析の課題と解決手法を

示す。知財情報を戦略策定に活用する手法とし
ては，金額換算，KPI３），パテントポートフォ
リオなどがある。
しかし，図１に示すように，これらの手法は

情報素材の取得作業や分析作業に多大な工数が
かかってしまうという共通の問題点が存在す
る。
つまり，戦略策定に活用できる，すなわち，

企業活動に貢献できる，知財情報の継続的な活
用を行うためには，
①知財情報活用のための情報素材が簡単に取得
できること，及び
②取得した情報素材から簡単に分析ができるこ
と，
が課題である。
そこで本報告では，この２つの課題に着眼し

て検討を行った。

3 ．	情報取得

知財担当者が日常的に行う特許業務は，大別

すると，基礎出願，外国出願，審査請求，中間
処理（含む登録），権利維持のステージに分け
られる。知財担当者はこれらの特許業務の処理
に際して様々な情報を基に種々の判断を行って
いる。
日常的に知財担当者が取得している情報のみ

で企業活動に貢献できる情報が分析できるので
あれば，簡単に情報素材を取得することができ
ることになる。
そこで，サンプル数は少ないものの，文末に

記載の執筆メンバーの企業において，特許業務
の各ステージで日常的に取得されている情報の
調査を行った。その結果，複数のステージにお
いて，自社実施や他社実施に関する情報，例え
ば実施製品，実施開始時期，実施規模，実施期
間等が取得されていることが判った。
図２に，特許技術の実施情報と技術開発と企

業活動の関係を示す。

図２に示すように，技術開発の成果である新
技術は特許で保護され，その新技術（特許技術）
が搭載された製品が顧客に提供されることで収

図１　情報収集と分析の課題と解決手法

図２　実施情報と技術開発と企業活動の関係

顧客技術開発

特許 特許の実施成果

提供
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益が得られる。企業とは営利目的で経済活動を
行うことが前提にある団体である。即ち，新技
術が製品に搭載されたことを示す実施情報は，
技術開発と企業活動とを間接的に結びつける重
要な情報素材であると言える。
日常的に取得される実施情報を，知財情報活
用のための情報素材に利用すれば，企業活動を
表す知財情報の簡単な取得を実現することがで
きる。

4 ．	情報分析

4．1　特許技術の実施情報の細分化

特許技術の実施情報を分析するためにまず細
分化を行った。
特許技術の実施情報は大きく実施と未実施の
２つに分類される。実施と未実施という未加工
情報は，通常の特許業務において権利化判断や
維持放棄判断などで用いている情報である。実
施は，既に製品に搭載されていることが確定し
ている情報である。一方，未実施は，今後すぐ

にも製品に搭載される可能性がある場合や，出
願段階では搭載される可能性があったが，解決
困難な問題が発生して搭載の目処が立たなくな
った場合や，製品化の段階に遠い基礎研究技術
等である場合など，実施の可否を可能性で評価
せざるを得ない未確定情報である。
ここで，さらに詳細な分析を行うために，確

定情報である実施情報に着眼し，細分化を行っ
た。実施を大きく分けると自社製品にて特許技
術が使われている自社実施と，他社が当該特許
技術を実施している他社実施に分類される。

4．2　特許技術の自社実施情報の細分化

図３に，特許技術の自社実施情報とプラット
フォーム戦略を示す。
まず自社実施について細分化を行った。
技術戦略を立てる上でよく知られているプラ

ットフォーム戦略４）の考え方では，開発された
技術要素に対する製品展開の形態が大きく３つ
に分類される。
①開発と製品が１対１の関係である技術要素の
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自社事業内の短期／長期的コア技術

水平展開技術

水平展開＆垂直展開⇒（最重要）コア技術

短期的コア技術

垂直展開技術 長期的コア技術

図３　自社実施情報とプラットフォーム戦略
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単独実施
②開発した技術を複数製品に同時展開を行う水
平展開実施
③技術要素に対して，開発と製品化のサイクル
を繰り返す垂直（継続）展開実施
水平展開実施②に分類される開発技術は，短
期的なコア技術，垂直展開実施③に分類される
開発技術は長期的なコア技術である。
開発技術の製品展開と特許の実施との関係性
について説明する。図３に示される技術要素Ｂ
に関連する特許は，同時期に複数の製品β～δ
で実施される実施特許（以下，水平展開特許）
となる。一方で，技術要素Ｃは，技術開発と製
品展開をサイクリックに繰り返しており，この
サイクルの中で継続的に複数の製品ε～ζで実
施されている特許（以下，垂直展開特許）であ
る。この場合，長期的に製品に対して，特定の
特許が独占権を長い期間発揮することができ
る。
水平展開特許と垂直展開特許とでは，それぞ
れの特許の影響の範囲が同程度と仮定した場
合，一般的には垂直展開特許が水平展開特許よ
り，重要度が高いことが言える。なぜなら，特

許権が有する長い権利期間や他社への権利行使
に必要な時間を考慮した場合，ライフサイクル
の短い技術より長い技術の中で実施されている
特許の重要度がより高いと言えるからである。
また水平展開と垂直展開が組み合わされた技
術要素も考えられる。これはコア技術として自
社の中では最重要に位置付けられる。
このように自社実施情報を製品展開の形態に
より細分化することにより，自社技術に関連し
た知財戦力の見える化が可能となる。
なお，上記の検討では，細分類ごとの重要度

が相対評価に有効であることを示しており，短
期間に多くの製品に展開する水平展開特許が，
垂直展開特許より重要な事業分野もあり得る。
具体的な相対評価の重み付けは各事業分野によ
り適宜定義されたい。

4．3　特許技術の他社実施情報の細分化

次に，特許技術の他社実施の細分化にあたっ
ては，マイケル E．ポーター５）の５つの競争要
因の考え方を利用することにした。図４に他社
実施情報と５つの競争要因を示す。
５つの競争要因中で自社技術に直接関連する

新規参入業者

↓新規参入の脅威

マイケルポーター 5つの競争要因

この領域に着目 主に市場
調査による
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交渉力

技術要素（特許群） 供給業者実施 競合他社実施 顧客業者実施

Ｘ 30件 0件 0件

Ｙ 0件 10件 0件

Ｚ 0件 0件 10件
評価内容 供給業者支配力 対競合優位性 顧客業者支配力

技術要素（特許群） 供給業者実施 競合他社実施 顧客業者実施

Ｘ 30件 0件 0件

Ｙ 0件 10件 0件

Ｚ 0件 0件 10件
評価内容 供給業者支配力 対競合優位性 顧客業者支配力

自社特許の「他社実施」への適用

↑代替品・サービスの脅威
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競合他社
業者間の敵対関係
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が異なる

新規参入新規参入
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図４　他社実施情報と５つの競争要因
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領域は，図４に示したように，横並びの列であ
る供給業者・競合他社・顧客業者に細分化し
た。これら３者は他社実施情報の関係者となり
うるからである。
尚，５つの競争要因中の新規参入業者や代替
品については，通常の特許業務において権利化
判断や維持放棄判断などで用いている情報では
ない上，自社の技術領域から外れるため，把握
が難しい。よって，検討対象外とした。また，
競合他社による他社実施については，種々論じ
られているので割愛し，新しい観点と思われる
供給業者や顧客業者について述べる。
図５に供給業者・自社・顧客業者の関係を示
す。

図５に示すように，技術要素Ｘの特許群には，
供給業者で実施されている特許技術が含まれて
いるため，供給業者は自社（当該特許の出願人）
以外の会社へ製品供給することに制限を受け
る。したがって，知財，特許観点での技術要素
Ｘの支配力が自社に存在するといえる。
一方，技術要素Ｚの特許群には，顧客業者で
実施されている特許技術が含まれている。顧客
業者は，自社以外から技術要素Ｚを実施した製
品を購入することができないという制約が生じ
る。したがって，特許観点での技術要素Ｚの支
配力が自社に存在するといえる。
なお，本報告では，供給業者や顧客業者が有
する特許については考慮していないが，供給業
者や顧客業者の技術要素Ｘや技術要素Ｚに関連

する特許保有の有無に応じて，自社の供給業者
や顧客業者に対する選択の自由度は変化すると
いえる。
このようにして，他社実施を事業者の立場で

細分化することにより，競合他社への優位性は
もとより，供給業者や顧客業者に対する知財的
支配力の見える化が可能となる。

4．4　情報分析のまとめ

図６に実施特許の細分化分類のまとめを示
す。

図６に示すように，実施情報を自社・他社に
分け，それを更に細分化することにより，自社
技術の重要度や他社支配力・他社優位性を示す
情報として活用できる知財情報の見える化が可
能となる。

5 ．	情報活用

5．1　知財戦略への活用方法

図７に技術要素と実施細分類のマトリクスを
示し，実施情報を利用した，知財予算策定のた
めの活用方法を図７で説明する。
図７を作成する基本フローは以下のようにな

る。
Step１：  事業戦略から必要な技術要素Ａ，Ｂ，

供給

業者

顧客

業者
自社

購入 販売

技術要素Ｘ
を実施

技術要素Ｚ
を実施

図５　供給業者・自社・顧客業者の関係

実施

自社実施

他社実施

垂直展開実施

水平展開実施

単独実施

供給業者実施

競合他社実施

顧客業者実施

自社他社で分類

実施製品で細分類

相手先で細分類

図６　実施特許の細分化分類
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Ｃを抽出する。
Step２：  抽出した技術要素Ａ，Ｂ，Ｃに基づい

て実施細分類毎の件数を抽出する。
Step３：  事業戦略に基づく事業重要度を実施細

分類毎に決定する。
Step４：  各実施細分類における知財予算を相対

的に評価し，増加，維持，減少を策定
する。

このマトリクスは，技術要素毎の実施細分類
及びその実施細分類毎の事業重要度と特許件数
を示したものである。このように分類すること

で，実施中の特許の重要度評価と件数規模が明
確化されるため，実施中の特許の放棄・維持の
件数規模を策定でき，それに応じた予算配分を
決定できる。
図８は，図７をベースにして更に，知財予算

策定の際にあるべき特許件数を考慮した場合の
活用方法である。
事業戦略や知財戦略から，各領域毎のあるべ

き特許件数が設定できる場合には，現在の保有
特許との差違に基づき，予算の増減を決定する
ことができる。

実施細分類
技術要素
（特許群）

自社 他社

単独 水平 垂直 供給業者 競合他社 顧客業者

Ａ
特許件数 10件 10件 10件 30件 20件 10件
事業重要度 小 中 大 大 小 中

B
特許件数 10件 10件 10件 30件 20件 10件
事業重要度 小 大 中 小 大 小

C 特許件数 10件 10件 10件 30件 20件 10件
事業重要度 小 小 小 中 小 大

実施細分類
技術要素
（特許群）

自社 他社

単独 水平 垂直 供給業者 競合他社 顧客業者

Ａ
特許件数 10件 10件 10件 30件 20件 10件
事業重要度 小 中 大 大 小 中

B
特許件数 10件 10件 10件 30件 20件 10件
事業重要度 小 大 中 小 大 小

C 特許件数 10件 10件 10件 30件 20件 10件
事業重要度 小 小 小 中 小 大

予算
増加

予算
削減

step1

step2
step3

予算
削減

予算
増加

step4

図７　技術要素と実施細分類のマトリクス

実施細分類
技術要素
（特許群）

自社 他社

単独 水平 垂直 供給業者 競合他社 顧客業者

A 特許件数 10件 20件 40件 30件 10件 10件
重要度 小 中 大 大 小 中

B 特許件数 10件 20件 15件 30件 20件 10件
重要度 小 大 中 小 大 小

C 特許件数 10件 10件 10件 10件 5件 10件
重要度 小 小 小 中 小 大

実施細分類
技術要素
（特許群）

自社 他社

単独 水平 垂直 供給業者 競合他社 顧客業者

A 特許件数 10件 20件 40件 30件 10件 10件
重要度 小 中 大 大 小 中

B 特許件数 10件 20件 15件 30件 20件 10件
重要度 小 大 中 小 大 小

C 特許件数 10件 10件 10件 10件 5件 10件
重要度 小 小 小 中 小 大

実施細分類
技術要素
（特許群）

自社 他社

単独 水平 垂直 供給業者 競合他社 顧客業者

A 特許件数 10件 10件 10件 30件 20件 10件
重要度 小 中 大 大 小 中

B 特許件数 10件 10件 10件 30件 20件 10件
重要度 小 大 中 小 大 小

C 特許件数 10件 10件 10件 30件 20件 10件
重要度 小 小 小 中 小 大

実施細分類
技術要素
（特許群）

自社 他社

単独 水平 垂直 供給業者 競合他社 顧客業者

A 特許件数 10件 10件 10件 30件 20件 10件
重要度 小 中 大 大 小 中

B 特許件数 10件 10件 10件 30件 20件 10件
重要度 小 大 中 小 大 小

C 特許件数 10件 10件 10件 30件 20件 10件
重要度 小 小 小 中 小 大

実施細分類
技術要素
（特許群）

自社 他社

単独 水平 垂直 供給業者 競合他社 顧客業者

A 予算修正 不足100% 不足300% 過多50%
重要度 小 中 大 大 小 中

B 予算修正 不足100% 不足50%
重要度 小 大 中 小 大 小

C 予算修正 過多67% 過多75%
重要度 小 小 小 中 小 大

実施細分類
技術要素
（特許群）

自社 他社

単独 水平 垂直 供給業者 競合他社 顧客業者

A 予算修正 不足100% 不足300% 過多50%
重要度 小 中 大 大 小 中

B 予算修正 不足100% 不足50%
重要度 小 大 中 小 大 小

C 予算修正 過多67% 過多75%
重要度 小 小 小 中 小 大

実保有
件数

戦略から算出した

あるべき件数

あるべき件数と実際の件数の乖離が大きいセルは予算の適性化が必要。
更に重要度の高いセルは最優先で予算配分することを提言。

予算減
を提言

予算増
を提言

図８　あるべき特許件数の算出例
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5．2　開発戦略への活用方法

実施情報の知財戦略への活用につづき，実施
情報の開発戦略への活用方法を説明する。
図９は，図８をベースにして更に，自社の強
み・弱みを分析し，提言した場合を示す。
図９を作成する基本フローは，以下のように
なる。
Step１：  開発戦略の骨子から開発戦略上の技術

要素を特定する。
Step２：  この技術要素に関連する特許件数を実

施細分類に従って整理する。
Step３：  各分類の特許件数から，件数規模の大

きいところを強み，件数規模の小さい
ところを弱みとして相対的に評価す
る。

Step４：  技術要素毎の強み・弱みを実施情報の
細分類から抽出を行う。

Step５：  この結果を開発戦略にフィードバック
する。

たとえば，技術要素Ｇの場合，自社観点から
の強みは，長期的コア技術が存在し，なお且つ，

特許で保護されている点である。一方，弱みは，
特許が保護している技術を様々な製品に水平展
開する戦略が不足している点である。
また，他社観点からの強みは，供給業者にお

ける実施技術要素に対し自社出願特許件数が多
いため，供給業者領域の技術開発も自社で行っ
ているということになり，供給業者に対する支
配力（買取価格決定力や，競合他社への納品抑
制力）が高いといえる。供給業者領域の技術開
発は，調達におけるコストダウンを期待できる。
一方，弱みは，競合他社や顧客業者における

実施技術要素に対する自社出願特許件数が無い
ため，競合他社に対しては，自社特許を用いて
制約を課すことができない点である。また，顧
客業者に対しては，自社が主体的に顧客業者を
選択できない点である。
以上，強み・弱み分析を検討したが，これら

の強みをさらに拡大するか弱みを補強するかの
選択肢を開発戦略に対して提言することができ
る。
図10は開発戦略への活用方法を直感的に理解

しやすいように表した概念図である。円の大き

強み弱み弱み強み強みー強み・弱み

100件0件0件100件100件0件特許件数Ｆ

実施細分類
技術要素
（特許群）

自社 他社

単独 水平 垂直 供給業者 競合他社 顧客業者

Ｅ 特許件数 100件 0件 0件 0件 100件 0件
強み・弱み 弱み 弱み 弱み 弱み 強み 弱み

Ｇ 特許件数 100件 0件 100件 100件 0件 0件
強み・弱み ー 弱み 強み 強み 弱み 弱み

強み弱み弱み強み強みー強み・弱み

100件0件0件100件100件0件特許件数Ｆ

実施細分類
技術要素
（特許群）

自社 他社

単独 水平 垂直 供給業者 競合他社 顧客業者

Ｅ 特許件数 100件 0件 0件 0件 100件 0件
強み・弱み 弱み 弱み 弱み 弱み 強み 弱み

Ｇ 特許件数 100件 0件 100件 100件 0件 0件
強み・弱み ー 弱み 強み 強み 弱み 弱み

次に繋がらない技術という点で弱み

・顧客業者の選択権が無い
・競合他社に対し，
技術的に同等か劣位にある

・技術の水平展開の不足弱み

Ｇ

技術要素 自社 他社

強み ・長期的コア技術（出願）有 ・供給業者への支配力有

提言 強みの拡大/弱みの補強のいずれかの判断を開発戦略に提言する

・顧客業者の選択権が無い
・競合他社に対し，
技術的に同等か劣位にある

・技術の水平展開の不足弱み

Ｇ

技術要素 自社 他社

強み ・長期的コア技術（出願）有 ・供給業者への支配力有

提言 強みの拡大/弱みの補強のいずれかの判断を開発戦略に提言する

分析

図９　強み・弱み分析
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さが実施特許件数，縦への扁平が垂直展開の度
合い，横への扁平が水平展開の度合いを示し，
図の左から右へは過去から未来の時間の経過を
付加して表す。図７における事業重要度に加え
て，市場の状況に関する情報を事業戦略などか
ら加味して，過去（例えば５年前）と現在の特
許件数を水平展開と垂直展開の扁平度でその度
合いを表した。更に，過去と現在の結果から今
後とり得る戦略オプションの提言事項を将来像
として概念的に示した。
技術要素Ｈは，過去から現在まで垂直展開・

水平展開どの領域にも技術開発を拡大し，実施
特許を増加させている技術である。この技術要
素Ｈが拡大市場にあった場合は，この方向性を
継続しつつ技術開発のさらなる拡大を提言する
ことができる。
技術要素Ｉは，垂直展開に特化して小幅な技

術開発を進め，実施特許を増加させている技術
である。この技術要素Ｉが安定市場にあった場

合には，さらに改良を進めるべく垂直展開の拡
大を提言するか，または，この技術要素Ｉを別
の製品に使う水平展開を提言することができる。
技術要素Ｊは，技術を改良することなく，実

施特許が縮小している技術である。この技術要
素Ｊが技術進歩は停滞しているものの，安定市
場にある場合は，市場の縮小を予想し早期に見
切りをつけ，技術開発自体を縮小または廃止を
提言するか，あるいは，この領域に可能性があ
るのであれば，技術進歩の停滞を圧する開発投
資を行い，更なる技術革新を推進する垂直展開
を提言することもできる。
図11は顧客業者実施と供給業者実施と自社実

施を直感的に理解しやすいように表した概念図
である。
図中の円の左側が供給業者の実施特許件数，

中央が自社実施特許件数，右側が顧客業者の実
施特許件数を示し，枠の大きさは，その実施特
許全体の件数を示す。図10と同様に，図の左か

 

垂直展開， 水平展開 大きさで特許件数を表現。

技術要素
（特許群）

自社実施の時系列展開

過去 現在 将来

Ｈ

拡大市場

Ｉ

新技術
安定市場

Ｊ

旧技術
安定市場

技術要素
（特許群）

自社実施の時系列展開

過去 現在 将来

Ｈ

拡大市場

Ｉ

新技術
安定市場

Ｊ

旧技術
安定市場

ｏｒ

垂直展開に強み（技術の深掘を進めてきた）

技術開発の

縮小/廃止を提言

開発は鈍化し，保有特許は権利切れが出始めた

垂直展開にも水平展開にも拡大中

技術開発の更なる

拡大を提言

技術開発の更なる

垂直展開を提言

ｏｒ
技術開発の新たな

垂直展開を提言

技術開発の新たな

水平展開を提言

図10　自社実施の時系列分析
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ら右へは過去から未来の時間の経過を付加し，
過去（例えば５年前）と現在の特許件数を比較
できるようにした。更に，過去と現在の結果か
ら今後とり得る戦略オプションの提言事項を将
来像として概念的に示した。
技術要素Ｋは，現在までに顧客業者領域の自
社出願実施特許を増やしてきたが，供給業者領
域の自社出願実施特許が少ない。そこで，供給
業者領域を増加させる技術開発を行い，オール
ラウンドで強みを発揮する技術要素への技術開
発の拡大を提言することができる。
技術要素Ｌは，自社実施領域の実施特許に集
中しているため，供給業者領域や顧客業者領域
の技術も自社で技術開発を行うように技術領域
を拡大強化するように提言することができる。
技術要素Ｍは，供給業者領域や顧客業者領域
に偏重して実施特許を保有しているため，自社
実施技術領域の技術開発にシフトする提言をす
ることができる。

6 ．	ま と め

企業活動に貢献できる情報の課題とは，活用
するための情報素材を簡単に取得できること，
及び，取得した情報素材から簡単に分析できる
ことである。
これらを解決する実現性の高い手法として，

特許業務中の判断情報である実施という情報素
材について検討した。実施情報を知財管理シス
テムに蓄積し，細分化，分析することで，知財
戦略や開発戦略に提言し得る知財情報の活用方
法を見出すことができた。
今後の課題であるが，本報告では，自社特許

に限定し，更に，実施という確定情報に限定し
て検討を行ったが，未確定情報である未実施情
報まで拡大した場合の分析・活用について，さ
らに進めていく必要がある。
本報告では，知財情報の簡便な戦略への活用

手法を特許の実施情報という切り口からその手
法と活用方法について紹介した。

技術要素
（特許群）

他社実施の時系列展開

過去 現在 将来

Ｋ

Ｌ

Ｍ

技術要素
（特許群）

他社実施の時系列展開

過去 現在 将来

Ｋ

Ｌ

Ｍ

の大きさで特許件数を表現。供給業者展開（左），顧客業者展開（右）

供給業者領域に偏重

利益率の高い顧客側へ事業展開拡大

本業より周辺に偏重

実施
特許群

実施
特許群

実施
特許群

自社実施領域に集中

自社実施領域への
技術開発のシフト

を提言

供給・顧客業者領域
への技術開発の拡大

を提言

供給業者領域への
技術開発の拡大

を提言

供給業者 自社 顧客業者

図11　他社実施の時系列分析
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知財部門の企業内の重要性がさらに増す中
で，知財情報を利用した戦略策定は今後も必要
性が拡大する事は必然と考える。本報告がその
一助になれば幸いである。
本報告は，2012年度知的財産情報システム委

員会のWG2Aメンバーである，浅井耕平（本田
技研工業），小笠原良枝（日本アイ・ビー・エ
ム），片山博子（住友化学），加藤義宣（富士通），
鈴木信雄（富士ゼロックス）の執筆によるもの
である。
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